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新潟県条例第10号 

新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例（平成15年新潟県条例第23号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

   附 則 

１ （略） 

（この条例の失効） 

２ この条例は、令和８年３月31日限り、その効力

を失う。 

 （この条例の失効に伴う経過措置） 

３ この条例の失効前に取得し、又は借り受けられ

ていた事業用地（令和６年３月31日以前に取得し、

又は借り受けられていた事業用地を除く｡)におい

て、令和10年３月31日までに事業用家屋の新設又

は増設の着手があり、令和11年３月31日までに当

該事業用家屋が事業の用に供された場合にあって

は、当該事業用家屋の新設又は増設をした法人に

対して課する法人の県民税、当該事業用家屋に係

るものとして規則で定めるところにより計算した

額に対して課する事業税並びに当該事業用家屋及

び当該事業用地の取得に対して課する不動産取得

税については、第２条の２から第９条までの規定

は、なおその効力を有する。 

４ この条例の失効前に取得し、又は借り受けられ

ていた事業用地（令和６年３月31日以前に取得し、

又は借り受けられていた事業用地に限る｡)におい

て、この条例の失効の際現に事業用家屋の新設又

は増設の着手があり、令和11年３月31日までに当

該事業用家屋が事業の用に供された場合にあって

は、当該事業用家屋の新設又は増設をした法人に

対して課する法人の県民税、当該事業用家屋に係

るものとして規則で定めるところにより計算した

額に対して課する事業税及び当該事業用家屋の取

得に対して課する不動産取得税については、第２

条の２から第９条までの規定は、なおその効力を

有する。 

   附 則 

１ （略） 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、令和５年３月31日限り、その効力

を失う。 

 （この条例の失効に伴う経過措置） 

３ この条例の失効前に取得し、又は借り受けられ

ていた事業用地（令和３年３月31日以前に取得し、

又は借り受けられていた事業用地を除く｡)におい

て、令和７年３月31日までに事業用家屋の新設又

は増設の着手があり、令和８年３月31日までに当

該事業用家屋が事業の用に供された場合にあって

は、当該事業用家屋の新設又は増設をした法人に

対して課する法人の県民税、当該事業用家屋に係

るものとして規則で定めるところにより計算した

額に対して課する事業税並びに当該事業用家屋及

び当該事業用地の取得に対して課する不動産取得

税については、第２条の２から第９条までの規定

は、なおその効力を有する。 

４ この条例の失効前に取得し、又は借り受けられ

ていた事業用地（令和３年３月31日以前に取得し、

又は借り受けられていた事業用地に限る｡)におい

て、この条例の失効の際現に事業用家屋の新設又

は増設の着手があり、令和８年３月31日までに当

該事業用家屋が事業の用に供された場合にあって

は、当該事業用家屋の新設又は増設をした法人に

対して課する法人の県民税、当該事業用家屋に係

るものとして規則で定めるところにより計算した

額に対して課する事業税及び当該事業用家屋の取

得に対して課する不動産取得税については、第２

条の２から第９条までの規定は、なおその効力を

有する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


